
別紙２ 

【観光振興事業】「「道の駅」インバウンド対応拠点化整備事業 
  訪日外国人旅行者の来訪が特に多い若しくはその見込みがある、又は地域、民間事業者との連携等

により訪日外国人旅行者の誘客に高い効果が見込まれる意欲的な取組が行われている若しくはその予

定がある「道の駅」において、レンタカーを利用する訪日外国人旅行者のニーズが特に高い取組等を

一体的に進める事業に要する経費の一部を補助するものです。 

なお、多言語対応（外国人観光案内所（日本政府観光局により認定されている又は認定の見込みが

あるものに限る。）が整備されている。）及びキャッシュレス決済環境の両整備項目を実施（実施済み

の整備項目がある場合は、当該整備項目以外の全てを実施）することが必要となります。 

 

○申請方法  

 

１．「道の駅」インバウンド対応拠点化整備計画及び補助事業に関わる要望書の作成、提出 
「道の駅」を設置し、又は管理する者が「「道の駅」インバウンド対応拠点化整備計画」を作成し、地

方運輸局等を経由して観光庁に提出。（外部有識者の意見聴取の上、観光庁が支援対象とする拠点化整備

計画を認定。）同時に、「道の駅」を設置し、又は管理する者は、拠点化整備計画に記載された補助対象事

業者から事業毎に要望書を取りまとめ、地方運輸局等に提出。 

 

２．交付申請 
観光ビジョン推進地方ブロック戦略会議による承認後、補助対象事業者は補助金交付申請書を地方運輸

局等に提出。（交付決定） 
※ 予算が無くなり次第、応募を終了させていただきます。 

 

○補助対象経費 

 

１．多言語案内の整備 
  訪日外国人旅行者への観光情報、「道の駅」内の施設情報等の提供を目的とする案内標識、デジタルサ

イネージ、掲示物等の整備に係る経費 

 

２．無料公衆無線ＬＡＮ環境の面的整備 

 訪日外国人旅行者への通信環境の提供を目的とする面的な無料公衆無線ＬＡＮの整備に係る経費 

 

３．ワーケーション環境の整備 
｢道の駅｣におけるワーケーション施設の開設に必要な整備・改良に要する経費 

 

４．多言語対応、先進的決済環境の整備 

・多言語案内・翻訳用タブレット端末等による多言語対応 

・キャッシュレス、免税対応環境、免税販売手続を行う自動販売機の整備 

・多様な宗教・生活習慣への対応力の強化のための整備 

 

５．公衆トイレの洋式便器の整備及び清潔等機能向上 

・和式便器の洋式化 

・キャパシティ不足に伴う洋式便器の増設 

・洋式便器の交換・新設  

・清潔機能向上整備 

・機能向上に資する設備の整備（温水洗浄便座の設置等） 

 

６．混雑状況の「見える化」 
 訪日外国人を含む旅行者が｢道の駅｣を安心して利用できるように、混雑状況を把握する機器等の整備

に要する経費 

 

７．子供連れ環境の整備 
 子供を連れた訪日外国人を含む旅行者が安心して快適に、滞在、ショッピング、交流・体験を楽しめ

る環境整備を図るため、広く無料で使用可能な子供連れ環境に資する設備の整備に要する経費 



 

８．ICTを活用したゴミ箱の整備 
 訪日外国人を含む旅行者への旅行環境の向上及び観光地の美化を目的とする ICTを活用したゴミ箱の

整備に要する経費 

 

９．段差の解消 
 高齢者、障害者等である訪日外国人を含む旅行者が我が国を安心して旅行できる環境を整備するため、

「道の駅」における段差の解消の整備に係る経費 

 

10．外国人観光案内所の整備・改良 ※ＪＮＴＯ外国人観光案内所の認定取得が必要 

・先進機能の整備（ＶＲ機器、ＡＩチャットＢｏｔ、多言語案内・翻訳システム機器、多言語音声ガイド） 

・多言語での情報発信に関わる整備・改良 

（案内標識、掲示物、ホームページ（スマートフォン対応を含む）、オンラインコンテンツ作成） 

・地域におけるコト消費促進のための環境整備 

・外国人観光案内所の整備・改良、トイレ改修 等 

 

11．観光拠点情報・交流施設の整備・改良 

・先進機能の整備（ＶＲ機器、ＡＩチャットＢｏｔ、多言語案内・翻訳システム機器、多言語音声ガイド） 

・多言語での情報発信に関わる整備・改良 

（案内標識、掲示物、ホームページ（スマートフォン対応を含む）、オンラインコンテンツ作成） 

・観光拠点情報・交流施設の整備・改良、トイレ改修 等 

 

 

〇多言語化における校正について 
・本事業を活用して掲示物等の多言語化を実施する場合、翻訳される言語を第一言語とする者や通訳案 

内士等の第三者が校正をすること。 

通訳案内士へのご相談をご検討される場合はこちらをご参照ください。 

（https://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000116.html） 

 

○申請に必要な書類 
・「道の駅」インバウンド対応拠点化整備計画書 

・要望書 

・補助対象経費の算出根拠となる書類 

・その他要望に必要な書類 

 

○書類の提出先  最寄りの地方運輸局等 

 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000116.html

